
第 4 章 悪 臭

第 1 節 悪臭 の現況

悪臭は人の感覚に直接訴 え る も の であ る だけ に古 く か ら住民の生活環境 をそ こ

な う も の と し て 問題に さ れて き た が 、 特 に 近年市街地の拡大当 か ら住民が悪臭発

生施設に接近す る こ と と な り 、 更 に住民の公害意識の高揚な ど も あ っ て悪臭苦情

は増加の傾向 を た ど っ て い る o

しか し 、 悪臭の原因 と な る物質の 数は 多 く か つ複雑であ り 、 ま た悪臭物質の濃

度 と 被害の度合い の関係 も 十分解明 さ れて いな い こ と 、 更妃悪臭物質の排出防止

技術の開発が遅れてい る こ と 等 も あ っ て 、 悪臭防止対策は他の公害 よ り 困難な 面

が多い の が現状であ る o

本県の悪臭苦情は 、 昭和 4 8 年度は 全公害苦情 3 3 0 件の う ち 3 3 %に あ た る

1 0 9 件 と 第 1 位を 占め 、 悪臭発生源 と し て は 8 割以上が畜産関係の施設で、 こ

のほか化製場、 魚粉製造所、 し尿処理場、 ごみ処理場 、 食品加工場 、 ル ブ 工場

等が あげ ら れ る 。

悪 臭 の 測 定

県では 、 昭和 4 8 年に広域に 悪臭 を排出す る バ ル ブ工場、 畜産団地の ほ か

苦情の 多い事業場に つい て悪臭物質の測定 を行 う と と も に 、 市町村の依頼に

よ り 工場 、 事業場の測定 を実施 した 。

分析結果 は、 総体的に悪臭物質の濃度は低 く 、 こ れは昭和 4 8 年の 夏期の

異常乾燥の 影響に よ る も の と 思 え ら れる が 、 各事業場別の 測定結果の 概要は

表 3 6 の と お り であ る 。

表 3 6 事業場別悪臭物質測定結果
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齢 珍

メ カ

チ フ

ノレ タ
メ 、ソ

最 高 0 0 0 6 0 0 1 9 3 8 00 0 2 1 0 0 0 1 5 0 00 2 7 0 0 0 1 4 00 0 3 3 0 00 3 3

最 低 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 00 04 0 0 0 0 9 0 0 00 9 0 0 0 1 3

平 均 値 0 0 02 1 0 0 2 4 9 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 2 2 0 0 0 1 9

硫化水素
最 高 0 0 0 7 0 0 0 5 8 0 0 00 1 5 0 0 0 6 0 0 0 0 1 5 0 00 06 0 0 1 40 0 1 5 6 0

最 低 0 00 20 0 0 0 0 1 00 0 0 1 0 00 0 1 00 0 0 5 0 0 0 08 Qゆ 0 03

平 均 値 0 00 3 4 0 0 1 2 7 0 0 0 0 7 0 0 0 1 2 00 008 0 0 0 6 1 0 0 34 2

硫化メチル
最 高 0 0 1 5 0 0 1 6 2 0 0 0 0 3 0 0 00 5 0 0 0 0 06 - 』 0 0 1 40 0 0 1 5 0

最 低 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 00 2 0 00 0 5 0 0 0 0 2 0 0 005 0 0 0 0 3

平 均 値 0 0 1 5 0 0 0 23 0 0 00 0 9 QO OO 9 0 0 0 0 3 0 0 04 5 000 6 4

アミソトリメチル
最 高 0 00 8 0 0 0 1 6 0 0 0 1 5 0 0 0 05 0 00 0 10 000 8 0 0 0 1 1 0

最 低 00 1 1 0 00 0 0 1 0 0 008 0 0 002 0 0 0 05

平 均 値 0 0 1 3 5 0 00 2 8 00 0 2 7 0 0 0 4 8 0 00 5 7

備考 1 バ ル ブ工場測定では 、 敷地境界線 よ り も 工場周辺 (特に夜間か ら早

朝に お け る 工場北西側) が獲度が高 いが 、 こ れ は気象条件 (風 向 、 逆

転層等) に よ り 悪臭物質の着地濃度が最大 と な る 地点が 、 敷地境界線

外に な る も の と 考 え る 。

2 畜産団地測定では 、 敷地が広 く 高濃度 の地点の 選定が困難 であ っ た

が 、 測定結果は異常乾燥の た め か意外 と 低 く 、 規制基準の ゆ る い数値

僕"気強度 3 5 ) を上回 る も の は な か っ た。 しか しな が ら 、 昨年の測

定 値よ り も 低 く 、 ま た 、 8 月 よ り 1 1 月 の 測定値が高い こ と な どか ら 、

上表の数値だけ で畜産団地の悪臭の実態 と す る こ と は で き な い 。

3 畜舎の う ち 、 規制地域内 に あ る も の は 1 0 事業場 (養豚場 7 、 養鶏

場 3 ) で 、 基準 を上回 っ た の は 養豚場の ア ソ モ ー ア 、 ト リ メ チ ル ア

ソ (米子市 ) 、 硫化 水素 ( 鳥取市) 、 養鶏場の メ チ ル メ カ ブ タ ン (米

勤 め 子市) の 3 事業場で あ っ たo
4 へ い獣処理場等 と は 、 化製場 、 羽毛処理場、 魚粉処理場であ る が 、

昨年の 測定結果 よ り は る か に 低 く 、 こ れ も 異常乾燥に よ る も の と 考 え

ら れ る 。

5. し 尿処理場 、 焼却場測定ではいずれ も規制地域外に あ る が 、 測定最

高値は各物質 と も き び し い基準 (臭気強度 2 5 ) を 上回 っ てお り 合後

設置 に あ た っ て は 、 立地条件 を じ ゅ う ぶん留意す る 必要が あ る 。
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第 2 節 悪臭防止対策

1 . 法令に よ る 規制

昭和 4 7 年 5 月 3 1 日 悪臭防止法の施行に よ り 、 県では規制地域の指定 と 規

制基準の 設定 を行 う に 当 た っ て の基本的な 考 え 方 に つ い て鳥取県公害対策審議

会に 諮問 し、 昭和 4 8 年 5 月 2 5 日 答申 を得た の で、 こ れ に そ っ て市町村 と 協

議 を行い 、 第 1 次指定 (昭和 4 8 年 1 0 月 1 2 日 ) と し て 4 市 9 町 1 村 、 第 2

次指定 (昭和 4 9 年 7 月 2 日 ) と し て 5 町 。十 4 市 1 4 町 1 村 に つい て規制 を 行

っ たが そ の 概要は表 3 7 の と お り で あ る 。

表 3 7 悪臭防止法に基づ く 規制地域の 指定 及び規制基準の設定状況

(リ ー次指定 (昭和 4 8 年 1 0 月 1 2 日 鳥取県告示第 7 6 7 号 )

※研 規 制 地 域 の 概 要 規 制 基 準

鳥取市

o 都市膚画法に 基づく 市街

化区域

o 市街化区域に 相 当す る 地

域 (吉岡温泉地区)

o 用途地域の住居、 商業地域

A区域 (臭気強度 2 5 )

(但 し賀露町は 住居地域であ る が 固有

の悪臭が認め ら れ る の で

C区域 (臭気強度 3 5 ) )

o 用途地域の 準工業 、 工業 、 工業専用地

域 C区域 (臭気強度 3 5 )

o 主 と し て 住居 、 商業 を 中心 と し た地域

A区域 (臭気強度 2 5 )

倉吉市

o 市街化区域に 相当す る 地

域

o 主 と して住居 、 商業 を 中心 と し た地域

A区域 (臭気強度 2 5 )

o 用途地域の準工業 、 工業、 工業専用地

域 C区域 (臭気強度 3 5 )

米 子市

都市 。十画法に基づ く 市街

化区域

o 用途地域の 住居、 商業地域

A区域 (臭気強度 2 5 )

o 用途地域の 準工業 、 工業 、 工業専用地

域 C区域 (臭気強度 3 5 )
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淀江町

o 住居が集合 し て い る 全部

蕗周辺 1 0 0 れ の範囲

o 現に悪臭発生が認め ら れ

る 地域 (白 浜浄化場周辺 〉

o 主 と し て農業漁業の た め に 供 さ れ る 地

域 C 区域 (臭気強度 3 5 )

o そ の 他地域の悪 臭発生源周辺地域

C区域 (臭 気強度 ゞ ぅ )

日 吉津村

o 都市 。十画法に基づ く 市街

化区域

市街化区域に接す る 部分

の一部 ( 日 本 バ ル ブ北側

の新田 部落の 一部)

o 用途地域の 住居 、 商業地域

A区域 (臭気強虜 2 5 )

o 用途地域の 工業地域

C区域 (臭気強度 3 0 )

(但 し新田 部落は現在住居が あ り 悪臭公

害が認め ら れ る の で

A区域 (臭気強度 2 5 ) )

そ の 他地域の悪臭発生源周辺地域

A区域 (臭気強度 2 5 )

(2) 二次指定 (昭和 4 9 年 7 月 2 日 鳥取県告示第 5 7 1 号 )

※ 規 制 地 域 の 概 要 規 制 基 準

八東町

o 市街化区域に 準ず る地域

(安井宿、 才材、 岩渕、

東の一部 、 富枝、 北 山 、

南の一部)

o 現 に悪臭発生 が認め ら れ

る地域 (下徳丸 、 下用 呂 )

o 主 と し て 農業の 用 に 供 さ れ る 地域

C区域 (臭 気強度 3 5 )

そ の 他地域の悪臭発生源周辺地域

C区域 (臭 気強度 3 5 )

気高町

o 市街化区域に相当す る 地

域 (浜村 、 勝見地区 、 宝

木地区)

市街化区域に準ずる 地域

(矢 口 地区 、 水尻地区)

o 学校周辺地域 (気高 中学

校周辺)

o 上。己以外の 住居が集合す

る 地域

主 と し て 住居 、 商業 を中心 と し た地域

A区域 (臭気強度 2 5 )

近 く 市街化が予定 さ れ て い る 地域

A区域 (臭気強度 2 5 )

o そ の 他地域の学校周辺地域

A区域 (臭気強度 2 5 )

o そ の他地域の主 と し て農業の 用に 供 さ

れ る 地域 C区域 (臭気強度 3 5 )

- 6 0 -



関金町

o 市街化区域に 準ず る 地域

(関金温泉地区 、 金谷地

区 、 大 鳥居 の 一部)

o 主 と し て住居 、 商業 を 中心 と し た 地域

B区域 (臭気強度 3 0 )

東伯町

o 市街化区域に 相当す る 地

域 (浦安 、 徳万 、 保の一

部 )

市街化区域に 準ず る地域

(八橋 、 逢束 、 丸尾地区

浦安、 保の一部)

o 学校周辺地域 (八橋小学

校周辺)

o 主 と し て住居 、 商業 を 中心 と し た地域

A区域 (臭気強度 2 5 )

れ7

B 区域 (臭気強度 3 0 )

, o そ の 他地域の学校周辺地域

B区域 (臭気強度 3 0 )

名和町

o 市街化区域に準ず る 地域

(御来屋 、 土坪 、 小谷 、

倉谷 、 水料 、 真子川等)

o 主 と し て住居、 商業 を 中心 と し た地域

B区域 (臭 気強度 3 0 )

(註) 区域 と 規制基準

淺、＼“･こぎ難鹸纂趨き質 ア ソモ ーア
メ チ｣ ′レ メ ル

力 ブタ ン 硫化水素 硫化メ チル
ト ノ メ チル

ア ミ ソ

A 区 域 2 5 1 0 0 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 0 0 0 5

B 区 域 3 0 2 0 0 0 4 0 0 6 0 0 5 0 0 2

C 区 域 3 5 5 0 0 1 0 2 0 2 0 0 7③ @
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第 5 章 そ の ほ か の 環境汚染物質

第 1 節 休廃止鉱山の重金属

｢農用地の土壌 の 汚染防止等に 関す る法律｣ (昭和 4 5 年 1 2 月 2 5 日 法律第

1 3 9 号) では 、 土壌 汚染の 原因 とな る物質 と し て 、 人 の健康上問題が あ る も の

と し て カ ド ミ ウ ム を 、 農作物等生育上問題が あ る も の と し て銅が指定 さ れ て い る 。

カ ト ゥ ム に つ い て は玄米中の 含有量 1 p則以上 、 銅に つ い て は土壌中 の含有量

が 1 2 5 p即以上 の も の を そ れぞれ被害が あ る と さ れて い る 。

休廃止鉱山の なか で、 現在 ま で鉱害 と し て 問題に な っ た も の は 、 岩美町 荒金の

岩美鉱山 、 鳥取市 百谷の 百谷鉱山 であ る 。

岩美鉱山 : 明治 2 2 年に 開坑 さ れた鉱山 で、 銅 を含ん だ鉱水は下流の 小田川

流域の 水田約 2 0 0 ヘ ク タ ー ル に 被害 を お よ ぼ し 、 昭和 4 6 ~ 4 7 年に かけ て実

施 し た調査では 8 8 検体 の玄米の う ち 2 2 検体の 玄米 に カ ド ゥ ム の 人為的汚染

(カ ド ゥ ム o 4 p卿以上 ) が認め ら れ た が 食品衛生法では食品 と し て取 り 扱わ

れな い カ ド ミ ウ ム 1 p随以上の 玄米 は認 め ら れな か っ た。 ま た 、 土壌 に つ い て は 米

の収量に 影響 が あ る と 判断 さ れ る 1 2 5 皿以上 の銅 を含有 し て い た土壌 が 9 0 地

点中 2 4 地点 あ っ た 。 県 では鉱害対策 と し て 昭和 4 7 、 4 8 年度 に 事業費 3 6 ,4 3 8

千円 で鉱水処理施設 、 澱物堆積場の設置お よ び 整備 を行な っ た 。

ま た 、 鉱 さ い土砂の流出防止 の た め の 荒廃砂防事業 と し て建設省 の 補助 を う け

て昭和 4 7 年度 に 、 事業費 3 0 ,0 0 0 千円 を も っ て 砂防 ダ ム 嵩上工事 (嵩上 2 メ ー

ト ル 、 延 長 9 6 メ ー ト ル ) を 実施 した 。

百谷鉱山 : 開坑の歴史は 古い鉱山 で、 昭和 4 7 4 8 年度に 下流 2 0 ヘ ク タ

ール に 実施 し た 調査 では 、 玄米 2 6 検体の う ち 、 人為的汚染 (カ ド ゥ ム 0 4 p翅

以上) の認 め ら れた も の が 2 検体あ っ た 。 土壌 では銅 1 2 5 p則以上の も の が 2 3

地点 の う ち 7 地点認 め ら れた 。

鉱害対策 と し て百谷鉱業㈱は 、 昭和 4 8 年に銅の 高汚染地域 1 1 ヘ ク タ ー ル の

客土事業 と 坑 口 の完 全閉鎖、 農業用水路の 新設等 を行な っ た 。

.=
　 　

l t l
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表 3 8 休廃止鉱山 下流の玄米 、 土壌の カ ド ゥ ム 、 銅の 調査結果

地 区 別 査象積搦対面
休廃 止

鉱 山

玄 米

調査 カ ド ミ ウ ム
倹体 最-最 平 話蛔虫 縊m小

高~低 均 挨布教 揆隧鞍

土 壌

調査 銅

検体 最 最 平 澤塑颯
高 低 均 揆体｣数

踏饑最 最 平

高~低 均

l o p皿

以 上の

検体数

1 0 ~

0御即の

検体数

最 最 平

高~低 均

12 5P皿

以上の

検体数

岩 美 町
小田地区

2 0 0
岩 美
鉱 山

8 8
P即 PPm

0 89 ~0 0 5 02 9 0 2 2 9 0
P皿 P加

5 1才M6 7 9 7 2 4 4 6 ･ 4 7

鳥 取 市

百 谷

稲鏑聞餓区

2 0
百 谷

鉱 山
2 6

P圓 PPm

o 54 ＼0 0 1 0 l 7 0 2 2 3

P皿 PI皿

82 7~55 1 8 2 7 4 7 ･ 4 8

勤 め ま た 、 昭和 4 8 年度農用地 の土壌 汚染概況調査 と し て 県 下の 水田 3 2 地蔵こ っ
い て実施 し た 調査では 、 玄米では いずれ も 人為的汚染 ( カ ト ウ ム 0 4 p皿以上)

以 下の カ ド ミ ウ ム 最高 0 3 9 p皿 、 最低 0 . 0 5 p則で あ っ た。 土壌では岩美町小田地

区で銅 33 9p皿 と銅 1 2 5ppm以上のも のが 1地点認め られたが 鉱山の影響のな い地点 2 9 地

点 に つ い て は最高 2 0 1 ppm 、 最低 0 2 p皿 、 平均 5 . o ppmが認め ら れた 。

表 3 9 鳥取県 下の 玄米 、 土壌 の カ ト ミ ウ ム 、 銅の 調査結果

地 区 名 撰嬰
玄 米 土 壌

カ ド ミ ウ ム 銅

最~最
高 低

平均

1OPPm

以上の
検体数

10 ~

0 4P皿の

検体数

最~最
高 低

平均

125P皿

麩籔
岩美町小田地区

鳥取市百谷地区

そ の 他 ( 鳥取市 、
倉 吉市 、 米子市
他 2 1 町 )

2

1

2 9

PPm
0 2 5~0 1 1

0 1 3

0 3 9ゆ第

潭措

0 1 3

0 1 1 000 000
3 3"g即

8 5

2 0 1へ0 2

2聾偕

8 5

5 0 1▲̂ÛU◎ 珍

そ の 他通商産業省の委託事業で昭和 4 8 年度に 8 鉱山 (丹比 、 倉吉、 関金 、 穴

鴨、 高城、 久遠 、 日 野上、 大江山鉱山) に つ い て坑廃水 、 利水点の 水質調査 、 坑

口 の 危険性の有無、 た い積物の た い積状態等に つ い て調査 を行 っ た 。

そ の｢結果

( 1 ) 坑廃水 、 利 水点 の 水質に つい て

水質に つ い て は高城鉱山の PHが 低い が 重金属に つ い て は利 水点では 検
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出 さ れ て お ら ず問題は な い。

(2) 坑 口 の 危険性の有無に つ い て

調査 した 8 鉱山 に は閉 口 し て い る 坑 口 が あ る が安易に近づ く こ と がで き な

い も の が多い 。 し か し高城鉱山 は高城山 がキ ャ ン プ地 と な っ て お り 、 久連鉱

山は坑 口 が道路か ら 2 ~ 3 脇 し かは な れ て い な いの で坑 口 に 人が 入 る 危険が

あ る と い え る 。

(3) た い積物 に つい て

たい積物に つい て は 、 当 面崩壊の 危険は な い 。

第 2 節 水銀等重金属類の 汚染状況

水銀等に よ る 環境汚染 、 食品汚染の実態 を知 る た め 、 県内 の主要な 河川 、 海域、

港湾の 7 水域 4 6 地点 に つい て の 水質 、 底質調査及び農用地 1 0 地点に つ い て の

土壌調査 と そ の 土壌 に育生す る 農作物等の 調査並ひ に 5 水域で漁獲 さ れた 魚介藻

類 2 5 4 検体に つ い て の 調査 を実施 し た が 結果は表 4 0 の と お り で あ る 。

1 水 質調査結果

7 水域 4 6 地点の水 質に つい て 、 総水銀 、 ア ル キ ル水銀 、 カ ド ウ ム 、 鉛 、

ひ 素 、 総 ク ロ ム 、 6 価 ク ム の分析 を 行 っ た が いずれ も 検出 さ れな か っ た 。

2 底質調査結果

7 水域 4 6 地点 の底質に つ い て 、 総水銀 、 ア ル キ ル水銀 、 カ ド ミ ウ ム 、 ひ 素、

鉛 、 総 ク ロ ム 、 総 BHC の 分析 を 行っ た が 検出 さ れ た数値に つい て は総水銀

以外は基準等が な いの で汚 染度 の 評価 は 難 し いが 自然界の 含有量 、 他府県の

分析プ ー タ と 比較 して決 し て高い数値では な い 。

総水銀は 4 6 地点 の す べて の底質か ら検出 さ れて い る が最高 0 6 4 皿 (中海

の 米子湾周辺) 、 最低 0 . 0 1 皿 (美保湾沖) で 、 ｢水銀 を含む底質 の暫定除去

基準｣ の 2 5 p皿 と 比 し て問題 と な ら ず 、 ま た 9 地点の底質に つい て溶 出試験 を

行 っ た が水銀の溶出 は認め ら れ な か っ た 。

3 土壌調査結果

水 田 4 地点 、 畑地 2 地点 、 樹園地 2 地点 、 山林原野 2 地点 。十 1 0 地点の土壌

に つい て 、 総水銀、 ア ル キ ル水銀 、 カ ド ゥ ム 、 鉛、 ひ 素 、 銅 、 亜鉛、 総BHC
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の 分析 を行 っ た が 、 検 出 さ れ た 数値に つ い て は基準値等がな い た め 汚染度の評

価は 難 し い が他 府 県 の 分析結果 と 比 し て特に 汚染 さ れた地域は認 め ら れな い 。

4 農作物等調査結果

前記土壌調査地域 に生育 した水稲 4 、 き ゅ う り 、 さ と い も か き 、 な し 、 牧

草 、 杉苗各 1 。十 1 0 検体に つ い て総水銀、 ア ルキ ル水銀、 カ ド ウ ム 、 鉛 、 ひ

素 、 総BHC の分析 を行 っ た が 、 基準は玄米の カ ト ミ ウ ム ( 1 o ppm ) 、 な し の

ひ 素 (3 却鈍) 、 な しの鉛 (3 5ppm) 、 き ゅ う り のひ素 Q oppの 、 き ゅ う り の鉛 Q oppの 、 きゅ う り

のBHC ( 0. 2 p血) の みで、 分析値は いず れ も 基準値 を 下回 っ て い る 。

5 魚介藻類調査結果

ゐ 上記 1 、 2 の水 質、 底 質調査 を行 っ た 7 水域 4 6 地点の う ち ･ 5 水域 4 0 地
点で採取 した魚介類 1 6 魚種 1 ラ 0 検体に つい て総水銀、 カ ド ゥ ム 、 ひ素 、

鉛、 総 ク ロ ム 、 総 BHC の分析 を 、 プ フ ソ ク ト ソ 3 検体 、 内水面産藻類 2 検体

に つ い て は総水銀、 メ チ ル水銀 、 カ ド ゥ ム の分析を行 っ た。 検出 さ れた数値

に つい ては魚 介類の 総水銀の み暫定的規制値 ( 0 4 p皿) が あ り 他の重金属に つ

い て の汚染度 の評価は で き な い が 、 総水銀の含有量は最高平均値が東郷池の ナ

マ ズの 0 2 4 8 p即 で 、 他 は は る かに 規制値 を 下回 っ て い る 。

こ れ と は 別に 、 食品 と し て水揚げ さ れた 県内産 、 県外産魚介類 7 9 検体に つ

い て 総水銀の分析 を行 っ た が いずれ も 暫定的規制値 を 下回 っ て い る 。

表 4 0 昭和 4 8 年度水銀汚染調査結果

1 水 質 調 査 (単位 : ppの

水 域 名
調 査
地点数

総水銀
ア ルキ

ル水銀

カ ド ミ

ウ ム
ひ 素 鉛

総
ク ロ ム

6 価
ク ロ ム

備 考

河川
千代川 5 検鰐 鰐 解 欝 鰐 鰐 解
日野川 5 れッ "ッ れ7 "7 れ7 "" れ7

海域
美 保湾 1 0 乙7 イツ れ7 ん7 イツ 夕 ん7

中 海 1 0 れ7 "7 “ れ7 れ7 れ7 れッ

東郷池 10 れ7 れ7 れ7 れ7 ん7 れ7 れ7

港湾
境 港 3 ん7 “ れッ んッ れ7 ん7 れ7

質露港 3 ろ7 ん7 んッ ん7 れ7 ‘7 “
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底 質 調 査
(単位 p即)

水 域 名
調 査

地点数
検出値 総水銀

ア ノレ キ

ル水銀

カ ド ミ

ウ ム
ひ 素 鉛

総
ク ロ ム

総
B H C

備考

河川
千代川 5

最 高値 02 4
検 出

せず
05 1 1 8 4 6 6 2 0 0 l 9

最低値 0 08 8 んシ o o I 梺 3 7 4 5 “
検出

せず

平均値 0 1 3 2 イン 03 2 9 8 6 2駈 4 2 4 0 0 0 8

日 野川 にJ

最高値 0 1 2 んツ 0 6 l 9 0 2 6 9 2 0 00 7

最低値 00 0 5 イン M 63 13 2 ‘ l 5 梺
検出

せす

平均値 0 03 イツ 0 1 84 3 l 8 83 6 3蝶 OD O M

海域
美保湾 1 0

最高値 0 0 2 6 “ 0 0 9 0 83 1 5 4 3
検 出

せず

最低値 00 0 1 ÷マケニ o o l 梺 I6 38 1 8 んツ

平均値 0 の 9 7 oo6梺 5 1 5 8 l 6 2 59 イン

中 海 l o

最 高値 0 64 んン 0 88 1 3 縞 1 03 0 1 2 5

最低値 00 1 1 んフ 0 0 l 以下 2 4 2 7 I 5
検 出

せす

平均値 0 1 4 7 イン 02 3 筆 秘 5 2 13 4 3 59 0 0 1 6

東縄 l o

最高値 04 6 イン 0 60 l 2 3 5 4 6 09 4 8

最低値 0 05 8 イン 0 1 0 45 7 1 5 梺 0 0 0 2

平均値 0 1 4 9 んツ 0 2 4 83 8 1 92 2 3 0 4 筆 0 0 1 1

港湾
境 港 つJ

最高値 0 02 1 んツ 0 0 6 4 5 6 64 1 9
検出

せす

最低値 0 00 9 イン 0 0 4 0 48 38 l 5 梺 イン

平均値 00 l 3 乙ツ 0 0 4 9 50 6 55 5 購梺 イン

質霧港 ?J

最高値 0 1 8 んツ 04 0 1 6 7 0 5 4 0 0 1 3

最低値 0伽4 れツ o o l 梺 1 3 4 39 2 1
検出

せず

平擁 0 1 1 l んフ 0 2 4 梺 1 4 8 3 69 4 0 6 00 0 5
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3 土 壌 調 査
(単位 p皿)

調 査地域 総水銀
ア ノレキ

ル水銀

カ ド ミ

ウ ム
鉛 ひ 素 銅 亜 鉛

総
B H C

備考

水田

鳥取市 0 3 検出せず 鯛 O 4 9 1 4 6 3 7 60 0 03 2

北条町 0 1 8 乙ア 僻 7 4 95 I LO 23 5 7 03 5 5

米子市 02 7 んン 僻 5 2 6 0 u o 1 7 45 0 02 1

日 野町 Q1 6 ノン 鯰O 2 3 0 3 1 1 0 6 0 0 0 03

(平均値固 023 0 2 5 3 69 7 4 2 2 56 0 1 03

畑地
鳥取市 0 08 検出せず 0 1 8 【 2 8 1 1 1 25 25 5 0 0 0 1

名 和町 0 09 イン 0 1 6 3 43 1 55 0 1 1 8 0 0 0 2

(平均値 008 5 0 1 7 2 3 5 1 33 l3 1 36 0 0 0 1 5

樹園地
河原町 0 l l んツ 0 1 8 2 8 9 9 0 05 83 検出せず

東郷町 03 6 乙ン 03 0 9 89 3 36 9 86 1 9 1 0 1 5 1

(平均値 023 5 024 6 39 2 13 4 95 l 3 7 側 76

山林原野
赤碕町 0 l 9 検出せず 0 12 3 0 1 1 3 4 0 1 23 0 0 0 5

大栄町 0 0 8 召ア o u 3 13 1 は 03 2 7 1 1 8 8

(平均値 0 1 3 5 0 1 1 5 3 0 7 1 23 5 02 25 59 4

農作物等調査 (単位 p即)

調 査地域 対 象 総 水銀
ア ノレ キ

ル水銀

カ ド ミ

ウ ム
鉛 ひ 素

総
B H C

備考

水稲
鳥取市 玄 米 検出せず 挨出 せす 0 0 9 0 1 2 0 1 6 0 0 0 2

北条町 イン んク んツ 00 6 0 1 2 01 7 0 0 02

米子市 んン 乙ツ んッ 00 6 0 13 0 1 9 0 0 0 2

日 野町 イン メツ んン 0 0 4 0 1 1 0 l 3 0 0 0 1

(平均値 00 6 0 1 2 0 1 6 00 0 1

野菜
鳥取市 き ゆ う り 検 出 せず 倹出 せす 0 03 02 0 0 00 4 0 00 7

名和町 さ と い も んツ ろフ 00 3 0 1 0 0 0 0 4 00 02

平擁 003 0 1 5 0 0 0 4 0 0 04 ;

- 6 7 -



果物
河原町 か き 検出せず 検出せず 00 I 00 5 0加川検出せず

東郷町 な し んフ んフ 0 0 l 0 1 5 伽4 ｢ “
平擁胆 00 l 0 1 0 0 00 4 I

その他
赤薊 牧 草 検出せず 険出 せす 009 鰭0 000 4 QO02

大栄町 杉 苗 “ヲ んツ 0 12 0 6 5 Q02 8 検出不能

平擁 0 1 1 5 0 7 1 0 0 I 6 -

5 - 1 魚介藻類調査 (単位 : 棚)

水域名 魚 種 検体数 検出値 総水銀際森
カ ド ミ

ウ ム
ひ 素 鉛

総
ク ロ ム

総
B H C

備 考

美保湾

マ ア ジ l o

最高値 0 04 I - 鰺 學 12 毬 學 鰺 學 00 l

最低値 0 0 1 l - イア ー 淨 學 んツ イツ 倦 學
平擁 側23 "シ 0 6 7 "フ 召フ 0 00 1

カ タ ク チ

イ ワ シ
1 0

最高値 鑿 學 l ‐ Q03 29 イン 00 9 礬 學
最低値 ク ーl - 0 0 1 L6 "ッ ･ 礬 學 “ II

平擁 んツ 千 002 1 23 7 れツ 0023 んフ

ン ロ ギ･ス 1 0

最高値 Qo l 建 學 l2 "ッ Q06 "ク

最低値 箋 學 I - んン 0 5 んツ 毯 學 イン

平擁 GO05 “ 0 7 8 れツ GO06 “

メ イ タ

ガ レ イ
l o

最高値 003 0 0 1 6 0 0 0 7 鰺 學÷
最低値 箋 學 鰺 學 40 鑿 学 こ んZ “ツ

平擁 00 I 9 0 00 l 50 0 QO0 7 - ““ “ツ

マ ダ イ l o

最高値 0 1 9 燧 學 33 0 0 7 者夕 んツ

最低値 00 9 んン 1 8 箋 學 - 召ン れフ

平均値 0 1 3 5 イン 233 QO0 7 者ア 者ン

フQ フ ン ク

ト ン

最高値

最低値

平均値 検 出
せ . ず 鰺 學 0 53

中海 ヨ ･シエ ピ･ l o

最高値 イアー
0 0 1 0 7 0 0 5 建 學 002

最低値 イツ一 鰺 學 毬 撃 箋 學 んン 鰺 學
平擁 んツ 00 0 1 02 5 0 0 0 5 0 0 0 4
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中
海

ポフ

1
ゆ

最高値 002 出
ず

検
せ

07

出
ず

検
せ

出
ず

検
せ 009

最低値 咀
ず

検
せ “

出
ず

検
せ “ “ 004

平均値 鰄 “ 011 “ “ 鰔

コノノロ ゆ

最高値 皿 001 第 皿 “ 009

最低値 出
ず

検
せ

出
ず

検
せ

菌
ず

検
せ

出
ず

検
せ

“ 007

平均値 鬱 ◎ 018 伽 ク ㈱

スズキ 10

最高値 006 出
ず

検
せ

鵤

出
ず

検
せ ク 001

最低値 鰓 “

出
ず

検
せ “ ク

填
ず

検
せ

平擁 鰄 “ 025 “ “ 鰄

,!
/

｣ク

ヨ
シ

ノ
サ

一
プ
ト

鳩

最高値 004 001 鮪 “ ク

填
ず

検
せ

最低値 饅 出
ず

検
せ

鯛 ク ク

影

平均値 ◎ 蝋 039 “ “ “

最高値 “

最低値

【平均値 颯
ず

験
せ

出
す
検
せ

【鮖 一 一 一

東
郷

池

コイ 小田

最高値 006

出
ず

検
せ

出
ず

検
せ 011

出
ず

検
せ 004

最低値 002 “ “

町
ず

瑛
せ

ク

出
ず

検
せ

平均値 饑 “ “ 聯 ク 饑

マフ･ナ 10

最高値 011 “ “

出
ず

倹
せ “ 002

最低値 004 “ ク “ “ 001

平均値 鰡 ク “ “ “ 鯛

ポフ m

最高値 002 “ 鮪 “ “ 015

最低値 壜
ず

検
せ “

出
ず

検
せ “ “ 006

平癩 螂 “ 鵤 “ “ 皿

ナ7ス" 約

最高値 鵤 002 04 005 “ 026

最低値 016

出
ず

検
せ

出
ず

検
せ

出
ず

検
せ “ 005

平壌 鱗 鰔 008 聯 “ 硼

クノフ

プ
ト

最高値
最低値

一 一



千代川
ア ユ にJ

最高値 00 4 綣 学 02 0 09 倦 孚 003

最低値 0 03 イン 毬 學 検せ 學 れン 00 1

平均値 皿3 6 んツ 0 1 6 0 0 5 6 れ7 0 0 1 8

ウ グ イ にJ

最高値 02 7 0 0 2 拳 學 建 学 んフ 0 03

最低値 0 1 7 検せ 事 乙ツ ろフ 者ツ 毬 撃
平均値 02 2 6 0 0 1 2 イン んン んツ Qo l o

オイ カ ワ -LJ

最高値 03 1 00 2 02 0 0 7 イン 聾
最低値 0 1 0 欝 惨 事 毬 琴 んツ んン

平均値 0 1 9 0 0 0 1 0 00 8 0 0 l 4 イン 乙ン

ノヤンクモ

最高値

最低値

平均値 鰺 學 毬 学 02 4

日野川
ア ユ rh.■/

最高値 0 0 8 0 0 3 0 2 0 1 0 鰺 學 毬 墾
最低値 00 4 0 0 1 毯 學 欝 んツ 者ツ

平均値 0 0 6 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 4 8 イン イン

ウ グ イ にJ

最高値 02 3 0 0 2 燧 学 鰺 学 イン んン

最低値 0 1 5 鑿 學 んツ イン イン 者ツ

平均値 0 1 9 0 0 0 l o んツ んン イン イン

オイ カ ワ 5

最高値 02 4 0 0 3 者ツ 0 06 イン んン

最低値 008 0 0 l んツ 毬 學 んツ 乙夕

平均値 0 1 6 4 0 0 1 8 イン 0 0 2 2 イン イン

ノヤ ゾクモ

最高値

最低値

平均値 毯 學 箋 學 0 1 7

5 - 2 魚介類調査

暫定的規制値

(ppの

総 水 銀 含 有 適 否

検査実施件数 適 不 適

県 内水場魚介類
0 4

3 3 3 3 O

県 外 “ 4 6 4 6 O

合 。十 7 9 7 9 O
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第 3 節 P C B の 汚染状況

昭和 4 7 年度の 調査の結果 、 県内 に は PCB を直 接取 扱 っ た 工場がな いた め濃

厚に 汚染 さ れた地域は認め ら れな か っ たが 、 汚染の推移 を知 る た め 故紙再生工場

排水 、 河川の底質 、 焼却物の残灰等の環境汚染調査 1 9 件 、 環境汚染の 影響 を知

る た め の 魚介類調査 4 0 件及び暫定規制値の 設け ら れた 食品等汚染調査 1 1 4 件

を 実施 し た が 結果は表 4 1 の と お り で あ る 。

1 環境汚染調査結果

前年 0 0 9 ppm の PCB が検出 さ れ た故紙再生工場排水に つい て 、 今 回 はPCB

は検出 さ れ な か っ た。

日 置川 、 河内川 、 新袋川 の 底質の PCB は 、 前年の最高 3 9 皿が 5 8 p皿 と 少 な

く な っ て お り 、 検出 さ れ た PCB は新た に 工場か ら の排出 に よ る も の でな く 、

過去に流 出 し た も の が バル ブ残滓 と と も に 底質に 固着 し て い る も の と 考 え ら れ

る o

土壌 に つい て は o. 5 6 ~ 1 6 p即の PCB が検出 さ れ て い る が 、 国が 示 した 当

面詳細調査 を要す る 農用地の PCB 含有量 1 o ppm と 比較 し て極 め て 低 い数値で

あ る 。

焼却物の残灰か ら は 0 6 7 ppmが検出 さ れて い る が こ れ は過去に PCB が 使

用 さ れた物体の 焼却に 起因す る も の と 考 え る 。

2 魚介類汚染調査

県内 の 6 水域で捕獲 した 魚介類 4 0 検体の う ち 3 7 検体か ら PCBが検出 さ れ

て い る が 、 最高値 は中海の ポ フ の 0 9 皿でいずれ も 魚介類の暫定的規制値 3 0

り " PPm を 大 き く 下回 っ て い た o
3 食品等汚染調査

食品 、 容器包装 1 1 4 検体に つ い て 分析 を 行っ た が いずれ も 暫定規制値 を 下

回 っ て い た 。
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表 4 1 昭和 4 8 年度 PCB 汚染状況凋査結果

1 環境汚染調査

簿 も

区分 調 査 地 点 検 体 数 PCB検出値隠(割り 備 考

水質 故紙再生工場排水 3 N D 青谷丸為製紙

底質

日 置 川

河 内 川

新 袋 川

6

4

1

N D~ 1 . 3

4 3 ~ 5 8

0 3 3

青谷丸為製紙

前田 製紙

三洋製紙

土壌
日 置 川 流 域

河 内 川 流 域

1

1

0 5 6

1 . 6

農 用 地

農 用 地

残灰 焼 却 物 3 N D~ 0. 6 7 鳥取 、 倉吉

(註) ND は検出せずの略

2 魚介類汚染調査

漁 獲 水 域 分析件数 PCB検壯搦僻脇数 PCB不検出微 PCB検出値6月回り

中 海 5 5 O 0 9 ~ 0 1

美 保 湾 1 1 1 1 O 0 3 ~ 0. 0 3 -

東 郷 池 4 4 。 0. 0 2 () 0 0 0 5

泊 地 先 弓 4 1 0 0 2 () 0. 0 3

赤 碕 地 先 1 3 1 1 2 0 . 0 5 () 0 0 0 8

湖 山 池 2 2 O 0 0 2 へ) 0 . 0 2
=毛

食 品等汚染捌査

暫定惣謬『検査実施件数 適 不 適

魚介類
内海内湾蚤魚介類 3 0 6 1 6 1 O

遠 洋 沖合 魚 介類 0 5

0 1

2 4

り

2 4

9 00牛 乳

乳 製 品 l o 4 4 O

肉 類 0 5

0 . 2

3

3

3

3

O

O卵 類

育 児 用 粉 乳 0 2 4 4 O

容 器 包 装 5 0 6 6 O

合 。十 1 1 4 1 1 4 O
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第 6 章 廃 棄 物

第 1 節 一 般 廃 棄 物

市町村 の一般廃棄物処理に つい て 当県 では 、 従 前か ら 国 の 定め る廃棄物処理施

設長期整備。十画 く第 1 次 昭 3 8 ~昭 4 2 、 第 2 次 昭 4 2 ~昭 4 6 、 第 3 次

昭 4 7 ~昭 5 0 ) に の っ と り 昭和 5 0 年 ま でに し尿処理率 9 8 %、 ごみ処理率 96

% を 目 途 と し て 事業 を推進 し て お り 、 施設の 規模は概ね達成 さ れ る見込みである。

しか る に近時、 社会経済情勢の変革、 生活水準の 向上及び変化、 あ る い は処理

技術の 開発進歩 ま た処理に 伴 う 環境保全の 問題等か ら計画の見直 し修正は必至 で

あ り 、 今後こ れ ら の諸要因 を充分配慮 して 処理事業計画 を推進す る こ と に す る 。

市町村が処理 し て い る 一般廃棄物は 、 主 と し て し尿 お よ び家庭等に お け る 日 常

生活か ら排 出 さ れ る ごみな ど で、 こ れ ら の収集の範囲 で あ る 市町村の処理区域の

状況は表 4 2 の と お り であ る 。

表 4 2 市町村 の処理区域の 面積 、 世帯数お よ び 人 口 の推移

区 分 4 4 年度 4 5 年度 4 6 年 度 4 7 年度 4 8 年度

面積肝
処 理 を 要 す る

市 町 村 の 面 積
27 1 3 4 7 27 1 3 4 7 3 4 9 1 7 0 34 9 1 7 0 3 4 9 1 7 0

市町村の処理区域 2 1 44 6 2 1 44 6 れ5 1 偽8 8 a9 4 20 2 34 7 25

市町村の処理区域
の 占め る割合 鰯

7 9 7 9 7 20 8 43 9 95 、

世帯数
全 県 1 3 隻7 3 6 1 3 &7 0 8 1 5 36 3 9 1 5 7 6 0 8 1 5 a9 95

市町村の 処理区域 7 9 4 7 9 8 鋳5 3 9 1 4 q4 2 2 1 5 a46 0 1 5a8 6 7

市町村の 処理区域

の 占 め る 割合 鰯
5 90 6 0 3 9 1 4 967 9 29

人口
全 県 0 1 45 9 0 5 1 6 9 8 3 5 7 1,6 3 9 5 7 銭3 0 9 5 8 a7 2 3

市町村 の処理区域 2 7 9 7 1 6 2 7 a5 6 6 5 2 7 6 7 2 5 5 a1 6 7 5 8 ろ05 4

中 増 村の処理区域

の 占め る 割合 栩
5 43 5 39 9 a3 9 6 3 9 9 9

(全 国 %) 7 85 8 1 9 9 0 0 9 0 0

市町村の処理区域
外の 処理人 口

8 6 9 3 5 1 3 Z う 3 2

9 23 9 63
全人 口 に対す る 処
理人 口 の割合 鰯

6 43 7 32 9 99
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な お 、 市町村か行 う 一般廃棄物の 処理区域は 、 昭和 4 6 年 9 月 2 4 日 か ら 施行

さ れた ｢廃棄物 の処理及び清掃に 関す る法律｣ (昭和 4 5 年法律第 1 3 7 号 ) に よ

っ て従来の 特別清掃地域の制度が廃止 さ れ 、 原則 と し て市町村長が指定す る 一部

の区域 ( 5 0 戸以 下集落の町 ま た は字の区域) を 除い て 全地域が対象 と な っ た 。

( 1 ) し 尿 処 理

し 尿 は 、 便所の水洗化に よ っ て こ れ を公 共下水道終末処理場で処理す る こ

と が望 ま し い が 公共下水道の 整備がお く れ ま た 困難 な 地域では 、 共同浄化

槽 あ る い は 、 し尿浄化槽の 設置 と あ い ま っ て し尿 処理施設 の整備が必要であ

る 。 し尿処理の処分状況は表 4 3 し尿 処理施設の 整備状况は表 4 4 の と お

り であ る 。

表 4 3 し 尿 の 処 分 状 況 〔 4 4 ~ 4 8 年度厚生省調)

区 分 4 4 年 度 4 5 年 度 4 6 年 度 4 7 年 度 4 8 年度

尿

し 尿 処理 施設

農 村 還 元

そ の 他

。十

自 家 処 理

影ソ年
n23 6 5

8 1 8

l o簑 5 9

1 2 3 8 4 2

3 45 09

謠7
0 7

8 6

1 0 0

2 1 8

“ソ年
1 2 528 2

l 8

1 2 0 4 1

l 3 7 よ 4 1

4 23 2 4

蒋2

8 8

l 0 0

2 :6

髭ソ年
I3 55 5 0

5 4 5

1 = 82

1 4 7 2 7 7

1 O M 6 8

9蘂。
0 4

76

1 0 O

4 1 7

た“/年
l 5 2 8 0 2

4 80

8β 9 8

l 62 1 8 0

9 8 1 8 3

9為
03

5 5

1 0 0

3 7 7

“/年
=4 0 05

2 4 5 9

1 8 6 5 8

l 6 5 1 2 2

I 0 2 l 0 5

謠2
1 5

1 I 3

l 0 0

2 2 6

表 4 4 し 尿処理施設整備状況

醸 市町村名 又 は組 合名
総 人 口

( S 4 8 . I 0 〉

処理人 口

G 2 4%粉

規 模

を“日
備 考

3 6ヘノ 3 8

4 5ヘノ 4 6

3 7 ヘノ 3 8

4 0 ･) 4 1

4 7ヘノ 4 8

3 8ヘノ 3 9
4 5 4 6

3 7ヘノ 選

3 9 ･ 4 6

鳥 取 市

鳥取市外 ? 4 か町村衛
生施設組合

米子市外 ↑ 0 か町村衛

生施設組合

勿 名多
中部市町村共同施設管

理組合

境 港 市

日野 ･ 江府 ･ 日 南町衛
生施設組合

( l l 7 2 8 0)

2 2 8 4 7 0

1 69 4 2 0

1 l 7 8 2 0

3 5 1 5 0

2 1 8 5 0

1 6 Q8 0 0

1 6 6β 0 0

【 0 0β0 0

3 0 0 0 0

u 70 0

7 3

l 2 0

5 6

8 0

l 2 0

1 2 0

: 6

1 4

下水道終末処理場

鳥取市 、 岩美郡 、 八頭郡 、
気高郡全町村

米子市 、 西伯郡 8 か町村 、

溝 口 町

倉吉市、 東伯郡全町村

日 野町 、 江府町、 日 南町

。十 57 2 7 1 0 4 6 9 l 0 0 6 1 9

一 7 4 -



@) ご み 処 理

日 常生活か ら排出 さ れ る ごみの量は年 々 増加す る と と も に 、 そ の 質 も 多様

化 し て い る 。 ごみは市町村が定め る 一定の 。十画 に よ っ て収集、 処分 さ れ て い

る が 、 不燃物 は埋立て に よ り 、 可燃物は 焼却に よ っ て 減量化 、 安定化 し 、 環

境汚染の 防止 に 努め て い る 。 ごみの処分状況は 、 表 4 5 ごみ処理施設整備

状況は表 4 6 の と お り であ る 。

表 4 5 ご み の 処 分 状 況

区 分 4 4 年度 4 5 年度 4 6 年 度 4 7 年度 4 8 年度

ご み 処 理 施 設
t メ年
5 13 5 1 5髯 髭袋 話 tメ年

6 49 2 6 ,鬚 t /年
693 5 9 4薇 t /年

6 8｣ 60 ,資

高 速 堆 肥化施設 1 43 8 0 1 6 4 1 2 5 4 0 1 23 l 5 0 0 0 1 22 1 6 53 0 l 1 9 l 7 4 4 0 1 3 6

埋 立 1 673 4 l 9 1 2 7 9 4 0 2 7 4 3 8 7 4 6 3 15 5 02 2 3 3 6 1 4 0,6 0 7 3 1 6

農 村 堆 肥 一にU

飼 料 にJ ℃U 6 4

そ の 他 52 3 5 6 0 6 " 6 6 6 42 4 1 3 5 3 0 7 6 22 223 5 “

。十 8 7 7 1 1 1 0 0 1 0 19 4 0 1 0 0 1 2 29 1 9 1 0 0 1 3 9 1 9 2 1 0 O 1 2 8 4 4 2 1 0 0

自 家 処 理 26 8 03 2 3 4 l 43 74 l 2 4 5 79 2 5 l 62 5 7 9 4 8 1 49 4 3 5 6 0 2 53

表 4 6 ごみ処理施設整備状況

可燃物処理場

施行

年度
市町村名 又 は 組 合 名

総 人 口

( S4 8 )

処理人 口

( 9 9 6 gノクベ

現 在 の

処 理量

ト ンメ日

備 考

3 9

4 3

4 7ヘー 4 9

3 9

4 5へJ 4 6

4 3

4 8へJ4 9

鳥 取 市

名多
米 子 市

んン

中部市町村共同施設管理
組合

l 1 7 2 8 0

1 1 45 9 0

1 1 7 8 2 0

2 5 6 0 0 0

8 03 0 0

9 6 4 0 0

5 0

2 5

( 18 0)

2 0

6 0

3 6

( 5 0 )

コ ン ポ ス ト

倉吉市 、 東伯郡全町村

の め
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施行

年度 市 町村 名 又 は組 合名
総 人 口

(S 4 8 )
処理人 口

( 9 9 6gノクベ

現 在 の
処 理量

ト ソゾ≧
備 考

4 1

4 4

40 へ4

4 7

4 6

44

4 2

4 3

4 0

4 5

4 7

3 8

4 3

43

4 3

4 6

4 4

4 4

4 4

4 7

4 7

4 8

東 伯 町

赤 碕 町

境 港 市

"グ

国 府 町

岩 美 町

郡 家 町

智 頭 町

若 桜 町

河 原 町

気高郡衛生施設組合

大 山 町

淀 江 町

名 和 町

日 吉 津 村

西伯町外 2 か町清掃施設
管理組合

日 野 町

江 府 町

溝 口 町

佐治 、 用瀬ごみ処理施設
組合

日 南 町

中 山 町

35 l 50

85 5 0

1 62 50

9,6 5 0

1 = 1 0

Z 1 50

9 4 70

友メ Gね

774 0

789 0

8 4 5 0

23 00

1 6 l 6 0

6 4 6 0

52 1 0

62 3 0

離 0 0

10 1 80

6P 7 0

5 02 0 0

6"0 0

G9G数0

5β0 0

8 0 0 0

5"00

50 00

2 0, l 0 0

3 000

即00

3 000

1000

7 000

1000

2 000

れ00O

印00

Z OOO

5"0 0

5

5

3 0

2 0

6

6

5

8

5

5

20

3

5

3

3

7

3

2

2

6

7

5

気高町、 鹿野町 、 青谷町

西伯町、 会見町、 岸本町

佐治村、 用瀬町

甜 55 7 7 0 0 5 84 000 3 5 2 ( 未完成施設 23 0 )

剣
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不燃物処理場

4 6

4 6

4 7

東部広域行政管理組合

中部市町村共同施設管理組合

西部広域行政管理組合

l 5 0 t秀時間

50 t港 時籏

6 0ルイ肉間

破砕設備 鳥取市、 岩美郡 、 八頭郡
( 河原町 を除 く ) 、 気高

郡全町村

圧縮設備 倉吉市、 東伯郡全町村

圧縮設備 米子市、 境港市 、 西伯郡、
日野郡全町村

め 表 4 7 し尿 ごみ収集 (直営 委託 許可) 手数料
( 4 9 3 ･ 3 1現在)

が満室 分
し 尿 ご み

直営 委託 許可 手 数 料 直営 委託 許可 手 数 料

鳥取
鳥 取 市 書具 7 7貸し久 〇 無

国 府 町 1 4 5 (円メ180“ ! - 1 1 0 0円し勿

岩 美 町 3 3 5 0 “ 1 無

福 部 村 1 3 5 0 “ 1 無

‘7

郡家

郡 家 町 1 4 0 0 " 1 6 0聯関

船 岡 町 1 4 6 0 “ 1 無

河 原 町 1 4 6 0 “ ○ 8 0円し御以上

八 東 町 4 00 " ○ 1 1 0 0ルイ月

若 桜 町 1▲ 4 6 0 “ 1 5鋭の明月

用 瀬 町 1 4 6 0 "

一

3 0円レイ袋

佐 治 村 4 5 0 “ 1 無

智 頭 町 1 4 6 0 “ 1 5 0円カ月鴫逝

浜村
気 高 町 1 4 6 0 "

･

1 l黛拗明月

鹿 野 町 1 4 6 0 " 1 無

青 谷 町 1 4 6 0 “ 1 2 00円カ月
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/

m湖メ
し 尿 ｢ ご み

直営 委託 許可 手 数 料 直営 委託 許可 手 数 料

倉吉
倉 吉 市 ○ 2 46 (湘翳80“ ○ 無

羽 合 町 4 6 0 “ '1 無

泊 村 1 6 0 0 " 14 無

東 郷 町 1 4 6 0 “ ○ 1 無

三 朝 町 1 4 6 0 “ ○ T▲ 襄簗弗盤輳1鰄
関 金 町 1 4 6 0 " 1具 4 0円し月

北 条 町 1 4 6 0 " '▲ 無

大 栄 町 3 4 6 0 “ “'▲ 無

東 伯 町 1 6 0 0 " 2 1 0 解し月

赤 碕 町 l 4 6 0 " ○ 1 5ル月

米子
米 子 市 ○ 7 4 6 0 " ○ 無

境 港 市 ○ 1 2 4 6 0 “ ○ 無

西 伯 町 1 4 6 0 “ 1 無

会 見 町 1 4 6 0 " 1 3 窃ルイ袋

岸 本 町 1 4 6 0 " ○ 1 2 0~ 3 αルイ努

日 吉津村 1 4 6 0 " ○ 無

淀 江 町 1 4 2 0 " ○ 無

大 山 町 1 4 6 0 " ○ 1 1 0 ~ 2併し解

名 和 町 1 4 6 0 “ ○ 1 6 0~ 1 0解し角

中 山 町 1 4 6 0 “ 無

根雨
日 野 町 14 4 6 0 " 5 0円/月

日 南 町 14 4 6 0 “ 4 5円ろ袋

江 府 町 1▲ 4 6 0 " ○ 1 10OY桝円イ月

溝 口 町 1 4 6 0 " ○ 1 2 〔旧劇月

1

備考 暖簾舵錢檄葹鴎製長講
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第 2 節 産 業 廃 棄 物

近年我国経済の高度成長 と 産業活動の拡大 に 伴 い 事業活 動 に よ っ て排出 さ れ

る 廃棄物 は累増の 一途 を辿 っ て い る が、 一方 こ れ ら の受 け 入れに必要な 自然環境

容量は減少傾向に あ り 、 恒久的対策な く し ては将来我 々 の生活圏の縮小 を来す恐

れが あ る 。

こ の よ う な 現状 か ら産業廃棄物の適正な処理体制 を確立 し、 自 然環境保全に資

す る た め 、 廃 棄物の処理及び清掃に 関す る 法律第 1 1 条に基づ く 産業廃棄物処理

。十画の 策定が必要であ る。

県では昭和 4 7 年 1 2 月 2 5 日鳥取県公害対策審議会に産業廃棄物に関す る 処

理。十画の策定に つ い て諮問 した が 、 昭和 4 9 年 1 2 月 2 5 日 審議会 の答申 を得た

の で早急に 。十画の 具体化 を図 る こ と と し て い る。

o 処理 。十画 の基本構想

( 1 ) 基本的認識

ァ 石油 を は じめ 今 日 の世界的な 資源危機は 、 廃棄物が資 源 と して 見直 さ れ

る 時代 を迎 え て い る の で、 従来の焼却 、 埋立 を 中 心 と した処理の考 え 方か

ら廃棄物の相互利用 、 再生利用 、 有効利用 、 余熱利用等資源化 を 図 る な ど

の 方向転換を図 り 廃棄物の 発生抑制に つ と め る 。

イ す で に 県 内 にお い て は 、 一部再生業者に よ っ て 廃棄物 の有効利用が行わ

れて い る 。 即 ち 、 廃油、 廃 プ フ ス チ ソ ク の 回収 、 動物性残 さ い の飼肥料化、

古 タ イ ヤ の 軌道緩衝材 と して の 利用がな さ れ てお り 、 ま た 、 鶏ふん等か ら

土壌改良剤等の 製造 も 行わ れて い る 。

現在 、 有効利用 さ れて い る も の は廃棄物 の う ち一部に す ぎな い が、 将来

は中間処理 を した 廃棄物の有効利用方法等に つ いて も十分検討の余地が残

さ れて い る 。

今後 こ れ ら の再生処理、 中間処理事業 を産業廃棄物排 出者責任に よ る 処

理事業の一つの柱 と し て 。十画策定の 中で効率的 に組合せ 、 事業の分担活用

を図 る 。

ゥ 処理施設の設置に 当 た っ て は 、 事業者 、 関係団体 、 地方公共団体等に よ

る 協議会 を設置 し 、 事業実施主体の決定及び経費の 負担方法等設置運営に

関す る 基本的事項 を定 め る 。
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ェ 現在民間企業に よ る 最終処分地の確保が非常に 困難 と な っ て お り 、 更 に

事業者 自 ら の責任に おい て実施 さ せ る こ と は 、 環境汚染の恐れ も あ り 、 現

実に河川等への不法投棄が後 を たた な い。

した が っ て 、 最終処分地 (埋立地) の確保が急がれる と こ ろ で あ り 、 当

面広域的 、 かつ規模の大き い埋立地の確保 と そ の運営方法 を検討 し 、 こ れ

に よ っ て産業廃棄物の総合処理体系を確立する 必要が あ る 。

(2) 事業者の責務 と 地方公共団体の役割

ァ 事業者の責務

法第 3 条第 1 項は 、 事業活動に伴 っ て生 じた廃棄物は すべ て事業者の責

任 乾と お い て処理すべ き 旨 を 明示 して い る o 節
した が って 、 事業者の 自 家処理、 共同処理 を 原則 と す る 。 た だ し 、 広域

的に処理す る こ と が適当 であ る場合、 事業者関係団体は市町村、 県の指導

を得て 処理す る こ と が望ま しい。

イ 市町村の 役割

法第 1 0 条第 2 項は 、 一般廃棄物 と 併せて処理す る こ と がで き る産業廃

棄物 、 そ の他市町村が処理す る こ と が必要 と 認 め る産業廃棄物の 処理 を そ

の事務 と し て行 う こ と がで き る 旨 を規定 してい る 。

した が っ て市町村では 、 一般廃棄物 と 併せて処理す る こ と が合理的で あ

る と 認め る 産業廃棄物、 及び処理を必要 と 認め る 産業廃棄物につ い て は 、

処理能力に応 じて処理す る こ と が望 ま しい 。

な お 、 事業者関係団体が広域処理 を行 う 場合には積極的に協力す る も の

と す る 。

ウ 県の役割 ◎

法第 1 0 条第 3 項は主 と して 広域的に処理す る こ と が適当であ る と 認め

る産業廃棄物の処理 を事務 と し て行 う こ と ができ る 旨規定 して い る 。

した が っ て 、 当面広域処理を必要 と す る産業廃棄物処理施設の整備 、 最

終処分地の確保 、 並びに財源確保等に つい て 、 積極的に 関与 し 、 かつ 、 事

業者及び市町村の実施す る 廃棄物処理事業の指導援助 を行 う よ う 努め る も

の と す る 。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物は 、 法第 2 条第 3 項に よ っ て事業活動に伴 っ て排出 さ れ る 廃棄物
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の う ち次の も の が定義 さ れて い る 。

① 燃 え が ら ② 汚でい ③ 廃油 ④ 廃酸

⑤ 廃 ア ル カ ノ ⑥ 廃プ ラ ス チ ッ ク

⑦ 紙 く ず 〔 バ ル ブ叉は 、 紙加工品製造業 (新聞巻取紙 を使用 して 印刷発

行 を行 う も の に限 る ) 出版業 (印刷出版 を行 う も の に 限 る )

製本業及び印刷加工業に係る も の に限 る 。 〕

⑧ 木 く ず 〔 木材又は木製品の製造業 (家具製造業 を含む) 、 バ ル ブ製造

業及び輸入木材の卸売業に係 る も の に限 る 。 〕

⑨ 繊維工業 〔 (衣服そ の他繊維製品製造業を除 く ) に 係 る も の に限 る 。 〕

⑩ 動植物の 固形状の不要物 (食料品 、 医薬品 、 香料製造業で原料 と して使

用 し た も の に 限 る 。

⑪ ゴ ム く ず ⑫ 金属 く ず ⑬ ガ フ ス く ず 、 陶磁器 く ず

⑭ 鉱 さ い

⑮ 工作物 の除去に伴 っ て生 じた コ ソ ク ノ ー ト の破片 そ の他 こ れに類す る 不

要物

⑯ 動物のふ ん尿 ⑰ 動物の死体

⑩ ばい煙発生施設に おい て発生す る ばい じ んであ っ て集 じん 施設に よ っ て

集 め ら れた も の

⑩ 燃 え が ら 、 汚でい 、 廃油、 廃酸、 廃ア ル カ リ 、 廃プ ラ ス チ ッ ク 類叉は⑦

~⑬に掲げる産業廃棄物 を処分す る た め に 処理 し た も の で あ っ て 、 こ れ

ら の産業廃棄物に該当 しな い も の

o 総排出量

の ● 県内各事業所か ら排出 さ れ る産業廃棄物ま 、 各廃棄物の種類別原単位及び県
統。十資料か ら推 。十す る と 、 現在 1 4 1 , 4 4 0 ト ン/月排出 さ れてい る が、 昭和

5 4 年 に は 1 7 9 , 0 5 5 ト ン/月 に達す る も の と 推定 さ れる 。
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ト ン/月

製 造 業 2 6 , 6 5 8 .5

建 設 業 3 5 ,5 8 6 2

産業廃棄物排出量 第 3 次産業 3 ,0 7 6 . 2

1 3 3 ' 7 5役%箋 畜 産 業 6 8 '端 0
･ 農 業 1 8 5 4

事業活動に 伴 う
廃棄物排出量 ト ソノ月

1 4 1 , 4 4 0 1 ト ンZ月

(5 4 %) 範 、

産業廃棄物の排出量は 1 3 3 , 7 5 2 . 3 ト ン/月 と 推計 さ れ る が 、 市町村の 唐

掃事業の対象 と な る 県内 の 一般廃棄物 姓活活動に伴 う 廃棄物 ) の量 1 6 , 4 2 8 ･

ト ン/月 の約 8 1 倍 に 当 た る 。

o 種類別排出量

産業廃棄物は 、 1 9 種類が定義 さ れて い る が 、 本県の場合 、 通常 の焼却炉に

よ っ て焼却可能な も の が 6 , 5 4 5 4 ト ン/月 ( 4 9 % ) 焼却可能で あ る か 、 大

気汚染悪臭な ど二次公害の恐れが あ り 、 焼却 に 当 た っ て特殊 な 設備装置 を必要

と す る も の が 7 3 , 4 4 3 3 ト ン/月 ( 5 4 9 % ) が排出 さ れ る 。

泥状 ま た は液状 で不燃性 の も の は 1 3 , 0 4 2 1 ト ン/月 ( 9 8 % ) であ り 、

そ の う ち 中和沈殿処理 を 必要 と す る 廃酸 ･ 廃 ア ル カ ノ 2 , 8 9 2 5 ト ノノ月

( 2 1 % ) 、 埋立 に 当 た っ て は脱水 固型化等の 前処理 を必要 と す る 廃化学物

質 、 汚でい 1 0 , 1 4 9 4 ト ン/月 ( 7 7 % ) が排 出 さ れ る 。

焼却不可能 な も の が 4 0 , 7 2 1 5 ト ン/月 ( 3 0 4 % ) で、 そ の う ち再生利

用可能な 金属 く ず ･ ガ フ ス く ず (製造業の み) 1 , 1 1 5 0 ト ン/月 ( o 8 % )

そ の ま ま で埋立処分が可能な燃 え が ら類 ･ 土砂類 ･ がれ き類等 (第 3 次産業 を

除 く ) 3 8 , 4 8 7 5 ト ン/月 ( 2 8 8 % ) が排出 さ れ る 。

排出量の 多い産業廃棄物は 、 畜産廃棄物 6 8 , 2 4 6 ト ンノ月 ( 5 1 % ) 固 体

状の不燃物 4 0, 7 2 1 5 ト ソノ 月 ( 3 0 4 % ) セ ル ー ズ 系廃棄物 6 , 5 4 5 . 4

ト ンノ月 ( 4 9 % ) の順 であ る 。

排出量 と し て は少 な い が環境汚染の大 き な 原因 と な る 廃 プ フ ス チ ソ ク
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3 1 4 . 5 ト ソノ 月 廃油 2 3 0 6 ト ソノ月 及び有害物質 を含む恐れの あ る 汚でい

8 4 9 ト ソノ月 が排出 さ れ る 。

表 4 8 種類別帷。十排出量

単位 ト ソノ月

種 類 別 廃棄物量
左の う ち産発 ･ 一廃の別

た 鞄廃れ 物｣堕 % ｢寮校廃棄 量

問題な く

燃やせ る も の

紙 類

1 4ユ 5 1 .O 65 4 5 4 4 9 7お 0 5 6

木 類

繊 維 類

わ ら 類

そ の他問題な く
燃やせ る も の 。

小 口十 1 4ユ 5 1 0 6あ 4 5 4 4 . 9 7, 6 0 5 . 6

燃やせ る が煙等

問題があ る も の

油 類

52 7 95 5 ,1 9 73 3 . 9

炭 か す 類

合鵡舒系く癲

天 燃 コ ム く ず

その他燃やせる湖煙

等に問題のある も の

8 2. 2

畜 産 廃 棄 物 6 8 ,2 4 6 0 6 82 4 6 0 5 1 0

小 。十 7 3 ,5 2 5 5 - 7 3 ,4 4 3 3 5 4 9 8 2 2

泥状 液状

の不燃物

廃 酸 2,5 8 98 ! 2あ 8 9 8 1 9

廃 ア ル カ ノ 3 0 2 7 l 3 0 2 7 0 . 2

その皺癩 5あ 4 4 8 1 5あ 4 4 8 4 2

カ ーバ イ ト かす 0 2 I 02 0 O

汚 で い 46 0 4 6 l 4 , 6 0 4 6 3 5

小 。十 1 3P 4 2 . 1 I 1 3 , 0 4 2 1 9 8

固体状 の不燃物

湿式集 じん法に
よ る 回収物

4 0 ,7 2 1 5 l 4 07 2 1 5 3 0 4

金 属 く ず

カ フ ス く ず

灰 かす ダス ト 類

そ の他固体状不
燃物

小 口十 4 0,7 2 1 5 I 4 07 2 1 5 3 9 4

合 。十 1 4 1 ,4 4 0 1 I 1 3 3 , 7 5 2 3 1 0 0 7 , 6 8 78

産発 ･ 一廃の地(%) 9 4 6 5 4
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第 7 章 中小企業者 に対す る 融資

(1 ) 鳥取県の公害防止施設に対す る融資

県では 、 企業が公害防止施設 を設置す る場合 は 、 企業の 公害防止 を側面か ら

援助す る た め 、 昭和 4 6 年度か ら 、 公害防止施設整備に対す る融資 を行 っ て い

る o 鳥取県の公害防止資金融資制度

対 象 企 業 中小企業者 ま たは事業協同組合等

対 象 施 設 土地 、 建物 、 構築物、 機械設備

融 資 限 度 額 1 , 5 0 0 万円以内

償 還 方 法 1 年据置 5 年償還

融 資 利 率 年 6 5 % (保証付の場合年 6 2 % )

取扱金融機関 商工組合中央金庫鳥取支店

昭和 4 6 年度以降の融資実績は 、 表 4 9 の と お り で あ る 。

表 4 9 中小企業公害防止資金融資実績

年 度 融 資 わ く 貸 付 額

4 6 5,0 0 0万円 5 ,0 0 5 万円

4 7 1 4′0 0 0 3 , 9 8 5

4 8 1 7,0 0 0 6 ,7 9 8

昭和 4 8 年度 の 融資実績 を融資対象施設別でみ る と 、 表の と お り 汚水処理施

設が大部分を 占 め て い る 。

ま た 、 融資金額別 では 、 表の と お り 1 0 件 の う ち 5 0 0 万円 ま でが 6 件、

5 0 0 万円以上 1 , o o o 万円 ま でが 1 件 、 1 , 0 0 0 万円以上 1 , 5 0 0 万円 ま で

が 3 件 と な っ てい る o
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表 5 0 中小企業公害防止資金の

施設別融資実績 (昭和48年度)

対 象 施 設

ばい じん防除施設

件数 融資金額

3 1 , 3 4 (洲

汚 水 処 理 施 設 7 5 ,4 5 8

。十 1 0 6 , 7 9 8

て噂 表 5 2 中小企業金融公庫 、 国民金融公庫 に よ る 融資実績

制 度＼＼区＼鎚亦度
4 6 4 7 4 8

企業数 件数
金

額

企

業
数

件

数

金

額 衾
件

数

金

額

中小企業金融公庫 2 2
5 ,0 0 0

8 8
1 1 , 2 5 0

4 4
7, 8 0 0

国 民 金 触 公 庫 3 3 6 0 0 8 8 2, 1 2 0 5 5 1 , 8 8 0

表 5 3 中小企業金融公庫 、 国民金融公庫の 施設別融資実績

国民金融公庫 (昭和48年度) 中小企業金融云中小企業金融公庫 (昭和48年度〉

対 象 施 設 施設 融資金額

汚 水 処 理 施 設 3 6, 8 0 0朋

悪 臭 処 理 施 設 1 1 , 0 0 0

計 4 7 , 8 0 0

対 象 施 設 件数 讃金額

ばい じん防除施設 1 9 5 粛

汚 水 処 理 施 設 3 1 , 7 1 0

騒 音 防 止 施 設 1 7 5

計 5 1 , 8 8 0

(3) 中小企業設備近代化資金 (無利子)

貸付実績

昭和 4 6 年度 1 件 3 5 0 万円 @筆水処理施設)

昭和 4 7 年度 9 件 2, 0 2 3 万円 @窮水処理施設 8 、 騒音防止施設 1 )

昭和 4 8 年度 1 件 2 2 2 万円 ◎E水処理施設 )

表 5 1 中小企業公害防止資金 の

1 件当融資金額

融 資 金 額 件数

1 0 0万円以上 5 0 0万円まで 6

5 0 0万円 以 上 1 ,00℃万 円ほで 1

1 ,ooo 万 円 以上 1 , 50Q巧円まで 3

計 1 0

(2) 中小企業金融公庫 、 国民金融公庫に よ る 融資

表 5 2 中小企業金融公庫 、 国民金融公庫 に よ る 融資実績
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第 8 章 公害紛争処理 、 公害苦情等

第 1 節 公害紛争処理制度

公害 を め ぐ る 紛争は 、 因果関係の解明が困難な と こ ろ か ら 、 裁判等 に よ っ て は

な か なか迅速な解決 を期待す る こ と がで き な い実情 にあ る 。

こ の ため訴訟 と は別に 紛争 を早期 に解決す る こ と を 目 的に 、 昭和 4 5 年に公害

紛争処理法 (昭和 4 5 年法律第 1 0 8 号) が制定 さ れた 。

こ の 法律に規定す る紛争処理の方法は 、 あ っ せ ん 、 嗣停 、 仲裁並びに裁定 と

な っ て お り 、 紛争処理機関は 、 中央機関 と 都道府県機関 と があ り 、 都道府県の機

関 に つい ては 、 常設 の審査会方式の機関 と 、 紛争処理に あ た る べ き候補者 を あ ら

か じめ委嘱 し てお く 名簿方式 と が あ る 。

本県の場合は 、 名簿方式 を採用 し、 公害審査委員候補者 1 3 人 を置 き 、 公害紛

争事件が申請 さ れた場合 、 知事が 、 候補者の 中 か ら 3 人の 委員 を選任 し 、 公害紛

争の処理に あ た る 体制 を と っ てい る 。

1 嗣停申請を処理した事例

事 件 名 鳥取県 鳥取市に お け る ボー ノ ノ ク場騒音に よ る 生活環境被害に

係 る 差止及び損害賠償請求凋停事件 (昭和 4 8 年 (掲) 第 1 号

事件~第 4 号事件)

紛争処理機関名

申 請 年 月 日

申請受理年月 日

申 請 人

参 加 申 立 人

6 紛 争 の 相 手方

被害の生 じた場所

鳥取県 (公害審査委員候補者 名 簿方式 )

昭和 4 8 年 2 月 1 5 日

昭和 4 8 年 2 月 2 0 日

鳥取市古方温泉 山根和子 、 松本信雄

鳥取市吉方温泉

両名代理人 君野駿平 、 松本光寿

岸本千歳、 植木 しほ子

両名 代理人 松本光寿

坂尾英之 、 大下昌徳

利 固

範

鳥取市吉方温泉 1 丁 目 5 6 1

株式会社 日 本 海 ノ ノ チ フ ン ト

代表取締役 吉 岡 利

鳥取市吉方編 泉一丁 目 一帯

一 86 -



8 調停 を 求 め る 事項及びそ の理由

の 事 項

例 ボ ー j ソ ク 場か ら発生す る騒音 を被害場所に おい て深夜 (午後 1 0

時 ~午前 6 時) 4 5 ホ ン以下に す る た め 同事業所に適切な防音装置の

設置

“ ) 防音装置 を設置する ま での 間 ボ ー ノ ン グ場 の営業の停止

(ゥ) 昭和 4 7 年 1 2 月 2 4 日 か ら防音装置が設置 さ れる ま での間 、 申請

人 (参加申立人 を含む 。 )に対す る 補償要求

(2) 理 由

" げ) ポ ー リ ン グ場の騒音の た め 、 同 ボ ー リ ン グ場の真裏に 位置す る 申請
人 及び参加申立人経営の旅館が営業 し う る 環境 を失い宿泊客が減少 し

て い る o

“ ) ボ ー ノ ソ グ場 の騒音の た め 、 参加申立人及びそ の 家族が夜ね つかれ

ず 自律神経障害 を起 し て い る o

9 澗停委員の 氏名 山桝 博 (弁護士)

山下 宗 鐘 業) 指名年月 日
昭和 48年 2 月 20 日

長尾 政夫 (人権擁護委員 )

1 0 調停委員会開催の経過

昭和 4 8 2 . 2 4 第 1 回掲停委員会 当事者か ら事情聴取

昭和 4 8 . 3 . 7 第 2 回 " 現地調査
当時者か ら事情聴取

4 8. 3 . 1 6 現地嗣査 (夜間 )

昭和 4 8 3 2 4 第 3 回 “ 当 事者か ら事情聴取

@ 昭和 4 8 4 2 1 第 4 回 " "" 参加申立者 を 当事者に加
え る こ と に っいて許可認読

昭和 4 8 6 1 6 第 5 回 〃 当事者か ら事情聴取

昭和 4 8 7 7 第 6 回 “ " "

昭和 4 8 8 2 8 第 7 回 " “ "
凋停打 ち切 り

1 1 澗停委員会の 決定

調停委員会 は 、 こ の事件 を解決す る た め 、 7 回 (現地調査 を含 め ) に わ

た っ て 澗停の た め の委員会 を開催 し 、 解決に努 め たが 当事者間に妥協点

を 見出 す こ と が でき ず 、 調停 が成立す る 見込みがな い と 認 め た の で 、 調停
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を打 ち切 っ た 。

(参 考 )

◎会社 ( 日 本海 ノ ン チ フ ン ド ) が実施 した防音工事 と 測定結果

第 1 期騒音防止工事 (厚 さ 1 5 物の プ ロ ノ ク を機械室裏側に積上)

(工事期間 ) 4 8 1 7 ~ 4 8 2 0

(測定値) P M : 1 0 0 0 以降 5 2~5 5 ホ ン

第 2 期騒音防止工事 (機械室裏側に特殊ス チール製サ ノ シ扉 と り つ け )

(工事期間) 4 8 2 2 3 ~ 4 8 3 3

(測定値) P M : 1 0 0 0 以降 4 9~5 5 ホ ン

第 3 期騒音防止 r事 (機械室裏側に厚 さ 2 5 伽 ゥ レ タ ノ フ ー ム は り っ 館
け 、 1 階非常扉外部に 石綿板は り つ け )

(工事期間 ) 4 8 5 2 5 ~ 4 8 6 5

(測定値) P M 1 o o o 以降 5 3~ 5 8 ホ ン

(冷房機騒音含む。 )

5 0 ~ 5 2 ホ、 ソ

(冷房機な し )

第 4 期騒音防止 丁事 (冷房機械室内部に 3 錺~ 5 伽の モ ル タ ル は り つけ)

n 事期間 ) 4 8 8 2 6 ･〕 4 8 9 2

(測定値) P M : 1 0 O O 以降 5 2~5 3 寸 ソ

て冷房機騒音含む )

◎ボー J ソ グ場所在地域の 深夜 (午後 1 0 時~翌朝 6 時) 騒音の規制基準

は 5 0 ホ ン ℃鳥取県公害防止条例 )

◎鳥取市の と っ た措置 “
鳥取市は 、 過去に おい て 、 ボ ー ノ ン ク場か ら 発生す る騒音の防止 に つ

い て再三に わた り 指導 して き た が、 騒音防止 につ い て 4 8 年 8 月 2 7 日

付て 、 日 本海 ノ チ フ ソ ト に 対 し改善の勧告 を行 っ た 。
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第 2 節 公害苦 情受理 、 処理状況

( 1 ) 公害苦情受理状況 (県 、 市町村受理分)

昭和 4 8 年度に お け る 本県の公害苦情の受理状況は 、 総数で 4 2 2 件

(新規受理分 3 3 0 件 、 前年度か ら の未解決に よ る繰越分 9 2 件) で、 昭和

4 7 年度の総数 3 9 0 件 ぐ新規受理分 2 8 7 件 、 前年度か ら の未解決に よ る

繰越分 1 0 3 件 ) に 比べて 3 2 件 (新規分 4 3 件増加 、 繰越分 1 1 件減少 )

の増加 と な っ て い る o

表 5 4 年度別公害苦情受理状況 鋼r規受理)

奔 簗 袴 濁質 騒音 振動 悪臭 毒 壌 I そ の 他 。十

昭和 4 4 年度 4 件 2 6 件 2 1件 3件 4鮴 件 l 7件 10 9 件

昭和 4 5 年度 1 9 7 3 30 2 6 9 4 25 22 2

昭和 4 6 年度 37 96 49 3 8 3 1 1 9 28 8

昭和 4 7 年度 32 92 40 82 1 40 2 8 7

昭和 4 8 年度 2 2 10 7 48 4 1 0 9 3 3 7 3 30

公害 の種類別苦情は 、 昭和 4 8 年度新規受理件数中 では悪臭が最 も 多 く 1 0 9

件 (全体 の 3 3 % j 、 続 い て 水質汚濁 1 0 7 件 ( 3 2 % ) 騒音 、 振動 5 2 件

( 1 6 % ) 、 そ の他 3 7 件 ( 1 1 % ) 大気汚染 2 2 件 ( 7 % ) ± じ う 汚染

3 件 G % 〉 の順 と な っ て い る 。

(2) 公害苦情の 処理状況

昭和 4 8 年度に お け る公害苦情件数 4 2 2 件 の う ち 、 解決 した も の 3 1 0

@ 件で解決率 7 3 5 % 、 昭和 4 7 年度 に お け る 解決率 7 6 4 職こ比べ てやや 下
回 っ て い る 。

昭和 4 8 年度 に お い て未解決の た め 、 昭和 4 9 年度 に繰越 さ れた苦情件数

は 1 1 2 件です。

県 、 市町村別公害苦情受理処理件数の状況 は別表の と お り で あ る 。
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表 5 5 4 8 年度公害苦情受理処理件数 (県 、 市町村別 )

県市町、せ~、区、 分
受 理 件 数 処 理 件 数

。十 新規受理 繰 越 。十 解 決 繰 越

無く損腱覚保全課、 保健所 ) 7 8 6 7 1 1 7 8 5 3 2 5

鳥 取 市 1 0 1 9 3 8 1 0 1 9 9 2

米 子 市 4 5 3 1 1 4 4 5 2 9 1 6

倉 吉 市 1 9 6 1 3 1 9 9 1 0

境 港 市 1 6 9 7 1 6 1 6

国 府 町 5 5 5 5

岩 美 町 3 2 1 3 3

郡 家 町 6 1 5 6 6

船 岡 町 2 2 2 1 1

河 原 町 2 2 2 2

八 東 町

若 桜 町

3 3 3 L l 2

7 6 1 7 7

用 瀬 町 4 4 4 4

智 頭 町 6 2 4 6 せ4 5

気 高 町 3 1 2 3 2 1

鹿 野 町 1上 1 T具 す具

青 谷 町 1 5 7 8 1 5 5 1 0

羽 合 町 2 1 1 2 1 1

泊 村 1 1 1 0 1 1 1 8 3

東 郷 町 3 3 3 2 1

三 朝 町 1 1 1 1

関 金 町 6 6 6 3 3

北 条 町 2 1 1 2 2

大 栄 町 3 3 3 3

5東 伯 町

赤 碕 町

1 7 1 3 4 1 7 1 2

9 9 9 3 6

西 伯 町 4 2 2 4 3 1

日 吉 津 村 5 5 5 3 2

淀 江 町 3 3 3 3

2大 山 町 5 5 5 3

名 和 町 2 5 2 3 2 2 5 2 3 2

中 山 町 4 3 1 4 4

日 野 町 2 1 1 2 2

江 府 町 1 1 1 1

溝 口 町 3 3 3 3

市 町 村 。十 3 4 4 2 6 3 8 1 3 4 4 2 5 7 8 7

合 。十 4 2 2 3 3 0 9 2 4 2 2 3 1 0 1 1 2
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表

4 8 年度公害苦情 鋼r規受理分) 種類別件数F前節が区＼~分 鉗 話
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第 3 節 企業 の公害防止管理者等 の設置

公害防止管理者等の設置

昭和 4 6 年 6 月 制定 さ れた ｢特定工場に お け る 公害防止組織の整備 に 関す

る法律｣ に よ り 、 一定の要件 を備 え た特定施設 を有す る 工場は 、 そ の特定施

設の 区分 (大気 、 水質 、 騒音 、 粉 じ ん ) ご と に 公害防止管理者 を選任す る こ

と を義務づけ ら れ 、 こ の ほ か公害防止統括者 、 公害防止主任管理者 も 選任 し

な け ればな ら な い こ と に な っ てい る 。

本県に お い て 、 公害防止管理者等 を選任 しな け ればな ら な い工場数は 3 2

工場で あ る 。

表 5 7 公害防止管理者等の設置が義務づけ ら れて い る 工場

業 種 名 工場数
燎隊鴬崎翳水質関係公書防止管理者

野醍矧げ幇 害防止管理者紛じん関係公 主任管理者公害防止第一種 第二種 第三種 第四種 第一種 第一一種 第三種 第四種
⑬食料品製造業 2 ll 2

⑲た ば こ製造業 2 2

⑳木材、 村鰻品製造業 3 3

⑭バルブ、紙N紙重品製造券 3 ( 1 ) ( 1 ) 1 2 ( 1 )

⑪鉄鋼業 2 2

⑩金属製品製造業 6 5 1

⑭一般機械器具製造業 1 1

⑮電気機械器具製造業 2

1

( 1 ) 2

⑳窯業、 土石製品製造業 9 9

⑰石油、石炭製品製造業 2 2

。十 3 2 ( あ) # 7 1 2 1 9
( 1 )

(注 ) 業種名 は 、 日 本産業分類に よ る も の で あ る 。

( ) 書は 内書 であ る 。
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